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第６章 計画の推進方策 
 

 

１． 計画の進行管理 
 

１） 計画の進行管理 

本計画の実行性を確保するため、計画策定から具体的な行動の実施・運用、

継続的な見直し・改善までの一連の流れを、Ｐｌａｎ（計画）→Ｄｏ（実施）

→Ｃｈｅｃｋ（点検）→Ａｃｔｉｏｎ（見直し行動）のサイクルを確立させ、

市民や事業者に開かれた評価システムにより、様々な視点からの推進状況を評

価・把握しつつ推進していきます。 

具体的には、坂戸市において認証取得しているＩＳＯ14001に基づく環境

マネジメントシステムを運用し、計画の進捗状況を庁内の横断的組織である「環

境管理委員会」によって、監視していくものとします。 

また、市民・事業者等への定期的な公表や環境審議会へ報告を通じて意見・

提言をいただき、継続的な改善を図っていくこととします。 

 

■ 坂戸市環境基本計画の進行管理システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基本計画 

環境基本計画の実施 

（市民・事業者・市の協働） 

 
 
 
 
 
 
 

環境基本計画の年次修正・見直し 

Ｐｌａｎ 
（計画） 

Ｄｏ 
（実施） 

Ａｃｔｉｏｎ 
（見直し行動） 

継
続
的
改
善 環境報告書の作成・公表 

・市民・事業者からの提言 
・環境審議会からの提言 

Ｃｈｅｃｋ 
（点検） 

環境管理委員会による監視 
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●環境報告書の作成・公表 

目  的：計画の進捗状況の報告、目標達成状況等 

公表内容：目標達成度、計画実施実績、環境の状況 

広報手段：環境審議会への報告、冊子・インターネット等を活用した公表 

２） 環境報告書の作成・公表 

計画推進の実効性及び透明性を明らかにするため、計画の進捗状況や目標達

成状況を「環境報告書」としてとりまとめ、冊子の配布やホームページでの掲

示等により、市民・事業者に公表していきます。 

環境報告書の公表は毎年行い、環境審議会等による第三者チェックの視点を

持ち合わせながら、推進状況に関する点検・評価を行います。 
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環境管理委員会 

 

２． 計画の推進体制 
 

計画の推進は、市民・事業者・市の三者がそれぞれの立場に応じた公平な役

割分担のもとで事業や取り組みを実施することに加えて、主体間の連携を図り、

協働して計画を推進することが必要です。 

そのため、市民・事業者・市の各主体ごとに計画の推進組織を設置するとと

もに、連携システムの構築や協働の会議の場を設け、まちぐるみによる計画の

推進と進行管理を図ります。 

 

１） 市の推進体制 

本計画に掲げた施策を推進するために、ＩＳＯ14001に基づく環境マネジ

メントシステムを活用し、「環境管理委員会」により、環境施策を総合的・計画

的に推進します。 

 

 

 

【目 的】 

・市が実施する環境施策を積極的に推進するため、進行状況の点検及び施策

の調整を図ることを目的とします。 

【組 織】 

・市長を長とする部長クラスで構成します。 

【内 容】 

・環境施策の実施状況を把握し、計画の進捗状況や目標の達成状況を評価し

ます。 

・市民、事業者、審議会の提言などをふまえて、施策の見直し・施策調整等

を行います。 

・市民や事業者が自主的に行う環境保全等の活動に対する支援方策の展開に

ついて、検討・調整を図ります。 
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（仮称）環境市民活動会議 

 

２） 市民・事業者の推進体制 

市民・事業者による自主的な環境保全等の活動を促進するため、市民・事業

者により構成される「（仮称）環境市民活動会議」を開催します。 

将来的には、市民・事業者と市が一体的に参画する活動組織へと昇格を図っ

ていくものとし、活動目的や活動実践テーマを明確に掲げながら、本計画に掲

げた各種の施策を具体的な活動実践へと展開できる連携システムの構築を目

指します。 

 

 

【目 的】 

・目指すべき環境像及び環境目標を達成するため、市民・事業者の立場から

環境保全等の活動を推進します。 

【組 織】 

・環境保全等の活動を実践している市民・事業者 

【内 容】 

・市民・事業者による自主的な環境保全等の活動に関わる企画立案や団体間

の活動内容の調整を行います。 

・自主的な環境保全等の活動を実践、展開するとともに、活動結果の評価・

点検を行い、活動内容の見直しやレベルアップを図ります。 

・市と協働して行う環境保全等の活動に対する協力体制や方策について、検

討・調整を図ります。 

 

 

３） 環境審議会 

本計画の進行状況に対して客観的立場から意見をいただくため、環境施策に

関する取り組みの実施状況及び数値目標の達成状況について「環境審議会」に、

報告し、意見・提言を受けます。 

 

４） 広域的な連携 

大気汚染や水質汚濁など広域的な取り組みが求められる課題や地球環境問

題などへの対応について、国や県、近隣の地方自治体と緊密な連携を図りなが

ら、広域的な視点から環境施策に取り組みます。 
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■ 坂戸市環境基本計画の連携システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国・県 

周辺自治体 

 

・計画の進捗状況、目標達成状況の評価 

・環境審議会の提言などをふまえた、施策の見直し・施策調整 

・市民や事業者が自主的に行う環境保全活動に対する支援方策の

検討・調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全等の活動の実践 

環境管理委員会 

市民・事業者 

 

市 

 

 

 

 

 

 

 

・自主的な環境保全等の活動に関わる企画立案 

・団体間の活動内容の調整 

・自主的な環境保全等の活動を実践・展開 

・活動結果の評価・点検、活動内容の見直しやレベルアップ 

・市と協働して行う環境保全等の活動に対する協力体制や方策の検

討・調整 

 

活動参加 

意見提案 

環境報告書 

の公表 

情
報
の
共
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・施策の実施 

・実施した事業、施策の進捗状況の報告 

各担当課 各担当課 各担当課 

市 
 

 

長 

環境市民活動会議 

 

 

 

・自主的な環境保全等の活動の実施 

・実施した取り組み、成果の報告 

市民、事業者 活動団体等 

指示 

報告 

 

・計画の推進に係る意見､提言 

 

報告 

環境審議会 
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